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商標登録出願処理に関して 

2016 年第 20 号の商標及び地理的表示法が施行された 2016 年 11 月 26 日以前の商標登録出願に

ついて早期審査完了を図るため以下の職権訂正が認められることになりました。 

1. 2016 年 11 月 26 日以前の 商標登録出願 (2014 年法律第 45 号) 

  a.  願書中の指定商品・役務品目数が納付済み出願公的費用よりも超過する場合、超過品目の削

除。 

b. 願書に記載された指定商品・役務区分に属さない商品・役務が指定されている場合, 
 かかる商品・役務の削除。 
c. 指定商品・役務中の不明確、或いは誤った商品・役務表示があった場合、かかる表示の補正す

る 
d.  上記 b.と c. の削除・補正は当局から書面で出願人に通知する 

2.   2014 年 7 月 3 日以前の出願について(2009 年法律第 38 号) 

         a. 指定商品･役務区分の誤記は、当局は法令に則って、かかる誤記を修正する 

         b. 納付済み公的費用の不足は、当局は出願人に通知して追徴 

 

2018 年 1 月 19 日 

商標・地理的表示局長 

 


